
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



 

 

 

番  号 1 

事 業 名 応急物資確保事業 担 当 課 危機管理防災課 

事業目的 
災害発生時に必要となる避難者・帰宅困難者及び災害対策従事者の食糧や飲料水、生

活必需品などを確保する。 

事業概要 

・八潮市地域防災計画における想定避難者数4,545人に対して、３日分の食糧及び飲

料水等を確保する。 

・災害対応業務従事職員等分の食糧及び飲料水等の備蓄を行う。 

・帰宅困難者への食糧及び飲料水等の備蓄を行う。 

・平成29年度から3箇年かけて、備蓄計画の作成検討を行う。 

・市民に対し、家庭における備蓄の啓発を行う。 

 

（1）事業の評価に対する評価 

必要性、目標達成度、実施内容・方法及び公平性の評価項目について、外部評価委員が 5段階

評価を行った結果は、次のとおりである。 

 

評価項目 担当課の評価 
委員会の評価 

（平均点） 

委員会の点数内訳（5段階評価） 

5 点 4 点 3 点 2 点 1 点 

必要性 非常に高い 5.0 5 人     

目標達成度 達成した 4.2 2 人 2 人 1 人   

実施内容・方法 見直しの余地がある 4.4 2 人 3 人    

公平性 非該当 4.8 4 人 1 人    

※委員会の評価（平均点）は小数点以下第 2位を四捨五入している。 

 

（2）総合評価に対する評価 

担当課の総合評価（最終目標に対する進捗状況）に対し外部評価委員が 5段階評価を行った結

果は、次のとおりである。 

担当課の評価 
委員会の評価 委員会の点数内訳（5段階評価） 

 合計点/満点 5 点 4 点 3 点 2 点 1 点 

☆☆ 

概ね順調 
Ａ：最適な評価 23 点/25 点 3 人 2 人    

 

（3）事務事業評価に対する主な意見 

① 必要性について、災害時の食糧等を準備しておくことは、市民の生命・身体の安全を確保す

るために重要なことであり、当該事務事業について市が関与する必要性を「非常に高い」と
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した評価は妥当である。 

 

② 目標達成度について、活動指標の計画値以上の食糧備蓄が確保できており、「達成した」と

した評価は妥当である。備蓄に関しては、市が実施するだけでなく、市内の企業における備

蓄や保管場所の確保に向けた取組みも重要であり、周知を進める必要がある。 

 

③ 目標達成度について、判断理由に「八潮市地域防災計画の震災時の想定避難者数に基づき、

当面 3日分の食糧備蓄が確保されている」とあるが、妥当な判断基準なのか疑問である。避

難者・帰宅困難者・災害対策従事者向けの備蓄を確保することを事業目的としているが、活

動指標においては、避難者向けの数量（しかも最低限度とされている数量）を計画値として

設定している。備蓄計画を策定中とのことなので、早急な作成と計画値の見直しを期待する。 

 

④ 実施内容・方法について、「見直しの余地がある」とした評価は妥当であるが、備蓄スペー

スが足りないままで、備蓄品の種類・数量等の検討を行うだけでは不十分ではないか。保管

場所について課題の中心事項として挙げているのであれば、対応策に真っ先に挙げるべき問

題だと思われる。また、家庭や企業における備蓄の把握なども検討できないか。 

 

（4）今後の方向性について 

担当課の今後の方向性は、「見直して継続【重点化】」であるが、本委員会の意見としては、 

「現状維持」が 2人、「重点化」が 3人であった。このことから、今後の事業については、重点化

についても検討して欲しい。 

 

（5）当該事業に対する主な意見・提案等 

① 自助・共助・公助という役割分担は必要不可欠だが、自助や共助のための啓蒙啓発を市とし

て絶えず発信することが重要である。 

② 帰宅困難者対策をどこまで実施すればよいのかがあいまいで、ほとんどなされていない印象

を受けた。 

③ 賞味期限の迫った備蓄物資については防災訓練等の際の炊き出しなどに使われているとの

ことであるが、これも本事業の重要な事業内容の一つであるように思われる。何らかの形で

数値化・文書化し、事業評価に付け加えられると良いのではないか。 
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